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（
厚
生
科
学
審
議
会
）
 

第
八
条
厚
生
科
学
審
議
 会
は
 、
 
次
に
掲
げ
る
事
務
 を
つ
か
さ
ど
る
。
 

厚
生
労
働
大
臣
の
諮
間
に
 応
じ
て
次
に
掲
げ
る
 重
 
要
事
項
を
調
査
審
議
す
 る
こ
 

 
 と

 。
 

イ
 

疾
病
の
予
防
及
び
 治
 療
 
に
関
す
る
研
究
そ
の
 他
所
掌
事
務
に
関
す
る
 科
 学
 
技
術
 

に
関
す
る
重
要
事
項
 

仝
 衆
 
衛
生
に
関
す
る
重
要
 事
項
 

ロ
 

二
前
号
ロ
 に
 掲
げ
る
 重
 
要
事
項
に
関
し
、
厚
生
方
 働
 
大
臣
又
は
関
係
行
政
 機
関
に
意
 

見
を
述
べ
る
こ
と
。
 

温
厚
生
労
働
大
臣
又
は
 文
部
科
学
大
臣
の
諮
問
 に
 応
じ
て
保
健
 師
 
、
助
産
 

看
護
 

師
 
、
准
看
護
 師
 
、
理
学
療
 海
士
、
作
業
療
法
士
、
  

 

師
、
は
 

り
 師
、
 
き
ゅ
う
 師
 
又
は
柔
道
整
復
 師
の
学
校
又
は
養
成
所
 若
し
く
は
養
成
施
設
の
指
 

定
 
又
は
認
定
に
関
す
る
 重
 要
事
項
を
調
査
審
議
す
る
 こ
と
。
 

口
 

感
染
症
の
予
防
及
び
 感
染
症
の
患
者
に
対
す
 る
 
医
療
に
関
す
る
法
律
（
 モ
成
 十
年
 

法
律
第
百
十
四
号
 二
検
 

 
 

律
 
第
二
百
一
号
）
及
び
 生
活
 衛
 

生
 
関
係
営
業
の
運
営
の
適
 王
 
化
及
び
振
興
に
関
す
 る
 
法
律
の
規
定
に
よ
り
そ
 の
 権
限
 

に
 
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
 処
理
す
る
こ
と
。
 

2
 
 
前
項
に
定
め
る
も
の
 の
ま
 
1
 
店
り
厚
生
科
学
 審
 
議
会
の
組
織
、
所
掌
 事
 
務
及
び
委
員
 

そ
の
他
の
職
員
そ
の
他
屋
 生
 
科
学
審
議
会
に
関
し
 必
要
な
事
項
に
つ
い
て
は
 

政
令
で
 

定
め
る
。
 

厚
生
労
働
省
設
置
法
（
 平
 成
 
十
一
年
 セ
月
 
十
六
日
活
 律
 
第
九
十
 セ
号
 ）
（
 
抄
 
）
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四 （ 了 が 

ム ム 久 ム   
き労 

、 働   
一 る門 員 

は 、 き 門る伍 さ 任 と 年 。 の は 
" 審 " 委も命 れ 命が と 事 調 調   

あ 議 委 員のに る にで す 碩 学 制王 @@% 
ら 会員 はと係も係き る に 識   
か き の 、 ずるのるる 関 経 せ 議 議 す 十 
じ代 互 井 る 当と当   た し 験 る さ 会 る一 
め 衰運 営 。 該す該 亡 。 甲 @   学 の 

識 
た せ 」 。 午 

そ すに 勘 事 る特 し あ め る と 法 
め るよ と 門 。 8l 」 

  
経 る 必 た い 律 

指 。 り す の の 補 験 者 要 め ぅ 

が 必 
第 

欠 の の 九   の お う 

@,  し @ ブ 目 

あ 要 ） 十 
る す 委 る ち る が は セ 

厚 
生 
科 

学審 

議 
ム 
百 
令 
  
平 
成 
十   
  
午   
ユ /" "" へ 

月 

セ 
日 

政 
令 
第   
  

委 る 
由貝 

が 

そ 
の 

職 

関 菊房 者 か と あ 貝 号 目 
す す の の ら き る 委 

  
/ Ⅰ 

る る 
調 調 

任 フ @ は と 員 第 十 
期 ち 厚 き 一 - 一 八 三 

奄 奄 ま ｜ か 生 事 は 十 条 号 
が 審   ら 労 ⅡⅡ曲目 @ ロ   人 笛 ） 
結 講 働 委 臨 臥 

  
日 ll 一 

所上 
掌欄 
事 は 
務掲 
め げ 
う る 

ち分 
  
そ会 
れを   
れき 同 
表こ 
め れ 
下 ら 
欄の 
に分 
損料 

3 2 

任 委 
す 全員前 生 

6 科 は項 活 

        、 の 
衛 

に厚表 生 

分土 の 適 

群芳上 
正 

会働欄 ィヒ 

長大に 
を臣掲 分科 

ム 
置がげ @33: 

きォ言 る 

第 

感 げ 金玉（ 務 

染 るの条令 を   り事議 ） す 
ム 
下 

と務会 る 
すは に 

称 る 
。 審次 
議の 
会表 
の の 

、 名分 一 一   
一     

当す科 この 律 び を る会 牢者 号 すす 
該る 会 と権 第 撮土 調生 この法に） 検 るる感 
分   ｜   に 六に 衛審衛   
会 す 属土 関 主義 生 に百る感 （ 。 にの 
t@ ぺ さ四す関す関 
属 き   

ら ）法学 こ営 予防 属さ 掌 十四 医療 装 症 昭和 関す 

す 委 せ 号にの 二 る及 
る 員 れの 偉 業と業 
委 た規 （の 。 に   
員 臨 事 定昭連 関 た視 る没年 事染 
の 日 き 頃 に和宮 す 
互 委 をよ 三の る 務 症の 事項 宗に 法律 び感 法律 項を 

漢 送 口 貝 処 0 千適 量 をよ （柴笛 調患 
に 及 理善 二王 要 処り 平症二 査者 
ょ び す 義年他 事 運者 成 の百 番 に 
り 専 る 合法 及 項 す 義士 患 、 一 議 対 
選 門 



4
 
 分
科
会
長
は
、
当
該
分
科
会
の
事
務
を
掌
 理
す
る
。
 

5
 
 分
科
会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
 分
科
会
に
属
す
る
委
員
 ス
は
 臨
時
 委
 

員
 の
う
ち
か
ら
分
科
会
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
名
 す
る
者
が
、
そ
の
職
務
を
代
理
す
 

る
 。
 

6
 
 審
議
会
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
 、
分
科
会
の
議
決
を
も
っ
て
審
議
会
 

の
 議
決
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

（
 
キ
 
Ⅶ
 
叩
ム
き
 

第
六
条
審
議
会
及
び
分
科
会
は
、
そ
の
 定
 め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
部
会
を
置
く
こ
 

と
が
で
き
る
。
 

2
 
 部
会
に
属
す
べ
き
委
員
、
臨
時
委
員
及
び
 専
門
委
員
は
、
会
長
（
分
科
会
に
置
 

か
れ
る
部
会
に
あ
っ
て
は
、
分
科
会
長
）
が
 指
 卒
 す
る
。
 

3
 
 部
会
に
部
会
長
を
置
き
、
当
該
部
会
に
属
 す
る
委
員
の
互
選
に
よ
り
選
任
す
る
。
 

4
 
 部
会
長
は
、
当
該
部
会
の
事
務
を
掌
理
す
 る
 。
 

5
 
 部
会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
部
 会
 に
属
す
る
委
員
 又
は
 臨
時
委
員
の
 

う
 ち
か
ら
部
会
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
名
す
る
者
 が
 、
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。
 

6
 
 審
議
会
（
分
科
会
に
置
か
れ
る
部
会
に
あ
 っ
て
は
、
分
科
会
。
以
下
こ
の
項
に
 

お
い
て
同
じ
。
）
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
 よ
り
、
部
会
の
議
決
を
も
っ
て
 審
 

議
会
の
議
決
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

（
議
事
）
 

第
セ
条
 
審
議
会
は
、
委
員
及
び
議
事
に
関
 係
 の
あ
る
臨
時
委
員
の
過
半
数
が
出
席
 

し
な
け
れ
ば
、
会
議
を
開
き
、
議
決
す
る
こ
と
 が
で
き
な
い
。
 

2
 
 審
議
会
の
議
事
は
、
委
員
及
び
議
事
に
関
 係
 の
あ
る
臨
時
委
員
で
会
議
に
出
席
 

し
た
も
の
の
過
半
数
で
決
し
、
可
否
同
数
の
と
 き
は
、
会
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
 

よ
る
。
 

3
 
 前
 二
項
の
規
定
は
、
分
科
会
及
び
部
会
の
 議
事
に
準
用
す
る
。
 

（
資
料
の
提
出
等
の
要
求
）
 

第
八
条
審
議
会
は
、
そ
の
所
掌
事
務
を
遂
行
 
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
 

き
は
、
関
係
行
政
機
関
の
長
に
対
し
、
資
料
の
 提
出
、
意
見
の
表
明
、
説
明
そ
の
 

他
 必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

（
庶
務
）
 

第
九
条
審
議
会
の
庶
務
は
、
厚
生
労
働
省
 
大
 臣
 官
房
厚
生
科
学
課
に
お
い
て
総
括
 

し
、
 及
び
処
理
す
る
。
た
だ
し
、
感
染
症
分
科
 会
 に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
厚
生
 

労
働
省
健
康
居
結
核
感
染
症
課
に
お
い
て
、
 

生
 活
 衛
生
適
正
化
分
科
会
に
係
る
も
 

の
に
つ
い
て
は
厚
生
労
働
省
健
康
居
生
活
衛
生
 課
 に
お
い
て
処
理
す
る
。
 

（
雑
則
）
 

第
十
条
こ
の
政
令
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
 
議
事
の
手
続
そ
の
他
審
議
会
の
運
営
 

に
 関
し
必
要
な
事
項
は
、
会
長
が
審
議
会
に
諮
 っ
て
定
め
る
。
 

附
則
 

こ
の
政
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
 法
 律
 
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
 

ロ
 
こ
の
施
行
の
日
（
平
成
十
三
年
一
月
六
日
）
 か
ら
施
行
す
る
。
 



立 
， 宙 、 た 
を と 

そ畢 き 

て @ ま 

審 当 

議 該 
ム 
33; -% 一 - - Ⅰ 

の 現 昆 

議 を 
決 分 

第 第 2 第 
（   と四 （ 耕姉（ 査 同 （ 二 （ 審議 会議 する 条 分科 会天 集 諮問 審議 会長 じ 。 分科 余 
の こ分会 は会の さは）全会会 
公 と 群友 部長付 せ 、 な に長の 
開 が会 び 
  会は議 る 私設置は部 

で友 部 に 
  

こ要 置か 、 会 
きび 会 付属 とがすれ 必、 の 

6 部の 議 生 があ るる要 談 
。 会議 す 労 でるこ部が置 

の 決 る 働 きとと会あ ） 
議 ） こ大 る認、 がなる 
決 と臣 。 めで除と 
は が め 

で諮 
る きく認、 
とる 。 め 

ム 

ム長 

き問 き 。 臥 る 
るを 

。 受   
は 下と 

の   本き 
同 @@ よ ノ Ⅰ 二 条は 

3 2  第 ｜ 厚 

はす びは 厚 ） 
  

、 る議 生     
長のを義 学 z" 

一下 
とと 委 全 音 全会 規程 月運 
しす 員を 議 を （ 
てる 並招 会 制平 
審 。 び集 （ 
議 にし 以   
会 議 よ T る 二 尾 
の 事 ぅ 

審 「 
。 早 生 

議 にと 政 科 
事 関す 議   
整 のと 

  学審 令第 

三 譲 
理 あ き と 百 会 

咲 か 、 す るは い 八 決 
上 ら審 る 塩 、 う 土 定 
の 策議   時あ   

      
部 四会 委ら ） Ⅰ テ 
会 集 に 貫 か は 

  

を ま 諮 及じ   第 
合 でっ 

びめ 事、 余 長 
十 

同 にて 条 
し お 部 門期 が の 

て い 会 杢目 招 規 
調 て 白貝   集 定 

4  3  2  集 
て す 事 会セ （ 
調 分る 第 槙介を条 令 
査利 こ一を科 設   
密会と 項 前金 置 分会 
議長がの 頃 長す 科の 
さは で部のはる会部 

3 2 第 2 第 
す 会 部 益お 三 二一も 六 （ な 場の個 五 
る 最前 文 がそ 議 0 条 議 ど 会合他人 条 
もは項は不 れ事 誘出会と 享 弘長に個 情 
の 、 の一 当が録事 席 議す 審録 要 はは大戦 審 
と非規部 にあ はとしのる 議 ） な "  " 若の議 
す 公定を侵 る 、 なた 日 。 会 指金会し保全 

置 議長く護の 
き にははに 会 
とお 、 回文義 
るけ 全体 障は 
こる議のを 公 
と 秩を権 反閉 
が序非利は と 

での公利すす 
き維開益 おる 
る 持とがそ 。 

。 のす 下 ねた 
たる当がだ 
め こにあ し 
  と優 る   

傍が寄 場 公 

聴 でさ合間 
大 きれ 又す 
め るるは る 
退 。 お 如 こ 
場 そ 的と 
な れ財に 
命 が産ょ 
ず あ 権 り 

る る そ 、 

せ " き 全部 " こ長余 る開に非言場合 っ 蚕時 に る必 るの会第とはの と よ全さ台聞 た員及 お 
こ要 。 議に姉が 、 設 しり開れ又と 事 、 び け 
とが 決付条 で必、 置 た 議とるは す項 臨場 る 
があ は議のき 要等 部 事すお知る 時 前 議 
でる 、 す視 るが） 分銭るそ 的 委 事 
と き 分る 定 。 あ にのこれ財た 員 は 
る認 、 科こ ほ ろ っ全 とが産 だ 及 

。 の 会とよ と い 部があ 権 し び 
る 長がる 一 - -% 司ひ 

次 
て 又でる そ 、 専 の 

と ので 付 め 議 はき場の個 門 事 
き 向 き 譲 る 享一 る合 他人 妻 項 
は 煮 る な と 要部 。 に 個情 員 
  を 。 愛 き 

を を 旨 は人 報 の 
@- 

二 倍 け は を非 、 若の 氏 
以 て た 作 公 会し保 名 

め、 已 

上 、 と 分 成 閑 長く 護 議 

0  分 き 科 しと ははに 事 
部 科 は 会 " す " 固文 録 
ム ム 
ム 下 tr こる 議体障 @ 

れ腸 事 のを を の 当 諮 
ム を 今 銭桂皮 
同 決 行 て 
ロ 議 該 つ 

公 に の 利は 
記載 

す 
し と 議 音ぃ 開は 金利 す る 



  

第 第 第 
営中（ 読 科長 ぁす九 （ を 八 （ 
に条難 み 会 」るる 条準 設条委 必 、 則 昔 にとの 。 用 置 具 
要こ ） え居 、 はこ第 規 す部会 
なの るす 第 、 の 一定 る 会の 
事規 もる一分場 条 ） こ長設 
項程 の 妻 桑科 合   と ほ置 
はに と 具申 会 に第 が 、 ） 

、 定 す 」 「にお 五 で心 
そめ る 、 委 あ い 条 き要 
れる るが 
ぞも   あ 
ねめ に とは 第第 る 

会の あ あ 「一六 と 

長は っ 6 分条条 認 
、 か ての 科 、 の め 

分   はは会第 規 る   「 、 長五宗 
当分」 

と 

会議 条は き   は   部会部 び分 
は分 ノ文 フズしコニ 1"  ノふ   部   は あ に大会 ム   
ム ム 

  居 っ あ 条及 ｜ 
すてっ中び 詔 - 。 

がは ろ はて「部 つ 

建 部 委 「は会会 て 
め会 員当 『長に 

」 該部 」 準 
委 

るの 白貝 

。 運 と 分会と用 ム % 




